
元請業者に対するＣＣＵＳ加点について                        よくある質問 

Ｑ１．「審査基準日以前１年以内に発注者から直接請け負った建設工事」とは。 

Ａ１．「1 年以内に発注者から直接請け負った工事」は、「1 年以内に請負契約を締結した

工事」と読み替えていただいて構いません。繰越工事(年度内に完成していない工

事)は含みますが、手持ち工事（1 年以上前に請負契約を締結した工事）は含みませ

ん。なお、ＪＶ工事は各構成員が担当した工事が該当します。 

Ｑ２．「建設工事に従事する者が直接入力によらない方法※で CCUS 上に就業履歴を蓄

積できる体制の整備」とは、「各現場への機器の設置」のみで足りるのか、あるいは

下請事業者（登録事業者率）や現場へ入場する技能者への登録（登録技能者率・就

業履歴蓄積率等状況等についても確認をとる必要があるか。 

Ａ２．各現場への機器の設置がなされていれば、上記の要件は満たしています。 

Ｑ３．申請者から誓約書の提出を受け、加点を行い評定通知を行った後に、「実はＣＣＵＳ

にかかる体制の整備が不十分であったこと」等が発覚した場合には、申請者にはペ

ナルティが課されるか。 

Ａ３．虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、

公共発注者がその結果を資格審査に用いたとき等は、建設業法第 28 条第１項第２

号に定める建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたときに該当し国土交通

省又は都道府県知事が当該建設業者に対して、必要な指示をすることが出来る場

合があります。（下記 URL６ページご参照ください）

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001484609.pdf 

・経営規模等評価申請書（別紙３含む）に虚偽の記載をしてこれを提出した者について

は、建設業法第 50 条第１項第４号の規定により 6 月以下の懲役又は 100 万円以下

の罰金に処される場合があります。 

   ＊「様式第６号」の「また、建設業法施行規則第２７条第２６項」は、「施行規則」では

なく、「建設業法第２７条の２６」です。 
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